
申請前のチェックフロー

１．年3回以上の保守点検を実施しましたか？

はい いいえ

２．申請年度に浄化槽の清掃（抜取り）は行いましたか？

はい いいえ

３．申請年度に法定点検を受検し、結果が「適正」か「おおむね適正」でしたか？

はい いいえ

４．保守点検・清掃（抜取り）・法定検査の実施日とそれぞれの領収日は同一年度ですか？

はい いいえ

以下の必要書類をそろえて申請して下さい。

(1)　清掃業者が発行した浄化槽清掃記録票の写し

(2)　浄化槽保守点検記録票（３回分以上）の写し(注1)

(3)　法定検査の結果の写し

(4)　補助対象経費の額がわかる領収書等の写し

(5)　その他市長が必要と認める書類

(注1)保守点検の1年あたり実施回数は、浄化槽の規模により異なりますが、最低でも3回

　　の実施が「環境省関係浄化槽法施行規則」により定められています。

残念ながら申請できません。

残念ながら申請できません。

残念ながら申請できません。
未受験の場合は、一般社団法人兵庫県水質保全センターで法定点検を
受検して下さい。
法定検査の結果が「不適正」だった場合は、指摘事項を改善し、再受験
後発行される結果表で申請が可能です。

残念ながら申請できません。
※保守点検については、多くの場合が年間契約だと思われますが、契約
期間にかかわらず、領収日で申請が可能か判断します。
※年度は４月から翌３月で区切っています。



保守点検 ・・・・・ 兵庫県登録の浄化槽保守点検業者

清掃 ・・・・・ 丹波篠山市登録の浄化槽清掃業者

法定検査 ・・・・・ 兵庫県指定の検査機関（兵庫県水質保全センターの１社のみ）

合併処理浄化槽の保守点検回数

処理方式 浄化槽の種類 期　間 年　間

１　処理対象人員が２０人以下の浄化槽 ４ヶ月 　３回以上

２　処理対象人員が２１人以上５０人以下の浄化槽 ３ヶ月 　４回以上

活性汚泥方式 １週間 ５２回以上

１　砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有す
る浄化槽

１週間 ５２回以上

２　スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽
を有する浄化槽（１に掲げるものを除く。）

２週間 ２６回以上

３　１及び２に掲げる浄化槽以外の浄化槽 ３ヶ月 　４回以上

回転板接触方式、
接触ばっ気方式又は
散水ろ床方式

分離接触ばっ気方式、
嫌気ろ床接触ばっ気方式又は
脱窒ろ床接触ばっ気方式


